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デジタルがもたらすルール・メーキング・イノベーション
～ 政府・自治体が創るイノベーションエコシステム ～

株式会社 野村総合研究所
社会システムコンサルティング部　兼　未来創発センター 2030年研究室
上級コンサルタント　駒村  和彦

1 はじめに

　Digitalization（デジタル化）が、産業の姿そのも

のを大きく変える破壊的なインパクトをもたらすも

のであるということが周知の事実となって久しい。

実感としても、従来の産業の垣根を越えたビジネス

モデルや、そのための企業再編またはビジネス協業

の動きが毎日のように見られるようになった。拙著

の過去リポート（駒村、2018）※ 1 でも、デジタル

による産業変化が起こった歴史的経緯を「真の顧客

中心主義の実現」を軸に整理した上で、これからの

新たな産業像の特徴を「三つの境界線の曖昧化」と

捉えて解説した。複数の方々から本稿を題材にディ

スカッションの相談を頂戴し、改めて本テーマの多

方面における関心と影響の大きさを確信したところ

である。

　さて、本稿では、上記のような認識を前提としつ

つ、前月号の NRI パブリックマネジメントレビュー

から引き続き「イノベーション」をテーマとして取

り上げる。ただし、一般に想像されるような企業の

ビジネス活動やスタートアップにおけるイノベー

ションではなく、政府や自治体といった行政サイド

のルール形成におけるイノベーションに焦点を当て

てみたい。

　序盤では、議論の導入としてデジタル化の衝撃が

企業経営へ与えた影響とイノベーションの必要性

を、特にイノベーション経営システムの観点から概

説する。その上で、そのような企業活動を促進する

（せめて阻害しない）ための制度・規制等の“ルール”

のあり方について議論を深めたい。結びでは、企業

のイノベーション活動が不可欠であるが故に、政府・

自治体等のルールメーカーにおける「ルール・メー

キング・イノベーション」が不可欠であること、そ

してそのためのエコシステムの形成に向けて必要な

アクションについても論じたいと思う。

2 企業の存続に不可欠となったイノベーション経営

 ～価値創造するか、淘汰（とうた）されるか～

　ビジネスの競争軸が、「顧客起点での価値」をい

かに創造し提供できるかという点に移行していく中

で、デジタルデバイスやモビリティー等の製品（＝

モノ）をエッジ（＝顧客接点）と位置づけてソリュー

ション販売をする as a Service 化が多方面で進ん

でいる。このような価値創造の競争においては、従

来の企業経営の手法で対応することは難しい。なぜ

なら、仕様書に基づく製品づくりとは異なり、どの

ような製品やサービスが「顧客から価値を最も高く

評価してもらえるのか」を事前に明確に規定するこ

とは不可能である上、自社リソースだけで最適なソ

リューションを生み出すことが困難であることか

ら、従来型の業務プロセスや管理手法が適用できな

いためである。

　ここで厄介なのは、従来事業の経営とイノベー

ション事業の経営は、その性質が全く異なるため、
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単なる経営機能の拡張というだけでは済まない点で

ある。端的にいえば、従来型経営における事業開発

が「打率 5 ～ 6 割を超えるホームラン案件」を計画

して着実に開発ステップを進めるものだとすると、

イノベーション経営は打率 5％の案件を常に 20 打

数用意できる仕組み（事業創造の“期待値”を１に

する仕組み）を整えるものであるため、両者には全

く異なる経営思想と手法が求められる。このように、

経営者には全く異なる二つの経営を同時に行うとい

う極めて難易度の高い経営が求められる状況になっ

ているが、対応できなければ価値創造競争の世界で

生き残ることはできず、自社が淘汰されてしまう危

機感をもって取り組む必要がある。

　持続可能なイノベーション経営の実践は日本企業

に限った課題ではなく、名だたるグローバルカンパ

ニーの多くが危機感をもって取り組んでいるところ

である。世界的な関心の高さを背景に、ISO でも、

Innovation Management System（ISO/TC279）

としてイノベーション経営を成立させる仕組みを標

準化するワーキングが進んでおり、今年中にも標準

が公表される予定である。また、イノベーション経

営の先進事例や企業が取り組む上で意識すべき重点

ポイント等について、本誌前月号リポート「大企業

におけるオープンイノベーション～生きた出島戦略

～」（柳沢、2019）に詳しいので、こちらも参照さ

れたい。

3 イノベーションの興隆が生んだ企業（事業）と

 政府（ルール）の間の三つのギャップ

　上記のようなイノベーションを取り巻く個々の企

業経営における大変化の影響を、マクロな視点で捉

えてみたい。すると、産業におけるイノベーション

活動の活性化は、行政に対しても変革を要求する圧

力を与える要因となったことが指摘できる。簡潔に

いえば、本来、企業活動を管理・制御するために存

在するはずの法律・規制や条例等の「ルール」が、

新しい価値創造の活動に対応できなくなり、ルール

自身に大きな変革を必要とさせる結果となった。

※ 1　駒村和彦「デジタルが消し去る三つ
の境界線～産業淘汰（とうた）の時代に
官民に求められる変革の方向性～」 NRI 
パブリックマネジメントレビュー 2018 年
6 月号

図表 1　企業のイノベーション活動と政府等の行政（ルール形成）活動における三つのギャップ

出所） NRI作成
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　このように、「ルールに対する変化要求」が起こっ

た背景には、産業界のイノベーション活動の興隆に

よって企業の事業活動と政府の行政活動との間に発

生した「三つのギャップ」の存在があると考えられ

る（図表１）。

　まず一つ目が、イノベーションを起こすプロセス

と、ルール形成のプロセスの間に存在する根本的な

スタンスのギャップである。行政のルールづくり

（既存ルールの修正も含む）のプロセスは、対処し

ようとする問題や法益を明確に定めてから、数カ月

～年単位の時間をかけて一歩ずつ前に進むプロセス

である。他方で、新事業を創るイノベーションプロ

セスは、試行と小さな失敗をスピーディーに繰り返

して顧客価値の検証と提供価値の絞り込みを行い、

早期に最終製品・サービスの市場化を目指すプロセ

スである。このイノベーションプロセスで最重要と

されるのは序盤の顧客価値の検証のための Proof of 

Concept（PoC）の段階であるが、その段階では新

たなビジネスモデルやサービス形態を“試しにやっ

てみる”ことが不可欠となる。しかし、この段階で

既存の法規制や条例が足かせになってトライアルを

することができない状況では、ルールを改変するプ

ロセスが完了する前に、イノベーションプロセスは

不発で終わってしまう。このギャップの存在により、

モビリティーやフィンテック分野で、日本ではなく

「規制緩和の先進国」で先にトライアルを進める日

本企業が出てきている状況を見ると、現状は国内に

おけるイノベーション活動に対する潜在的な抑止力

が働いてしまっている状態とも指摘できるかもしれ

ない。

　二つ目は、近年起こっている新しいビジネスの

事業範囲と、既存ルールの対象範囲の間に生じる

ギャップである。これまで、企業の事業活動に係る

規定を定めるルール（いわゆる業法など）は、従来

型の産業分類ごとのプレーヤーを想定して定められ

てきた。例として、銀行は銀行法、クレジットカー

ド会社は割賦販売法、電子マネー業者は資金決済法

といった法律が分かりやすいだろう。しかし昨今は、

従来想定していた産業の分類にとらわれない多様な

ビジネスが興るようになったことで、既存のルール

に当てはめにくいビジネスモデルやプレーヤーが出

てくる結果となった。金融の例を挙げれば、携帯端

末を使った個人間送金だけを扱うビジネスや、メッ

セージアプリを起点としたペイメントサービスなど

は、従来型のいずれの金融プレーヤーの種類にも

ぴったり当てはめることができない、といった具合

である。このような状況の場合、現状ではその新規

参入企業の事業活動に当てはまる業法を適用して何

とかルールに対応させているが、企業と行政の両者

にとって適切ではない（例：非効率、高コスト）ルー

ル環境になってしまうことは避けられない。これも

また、身軽なスタートアップが次々と顧客価値創造

の新サービスを起こそうとする活動を阻害する要因

となっている。

　最後に 3 点目として、「事業リスクの予見性」に

関するギャップである。これは具体例を挙げて説明

したい。高度に発達した技術（ここでは人工知能〈AI〉

や通信技術等としておく）が組み込まれ、機械側に

完全に運転を任せられる自動運転車が存在したとす

る。その内部システムの判断はもはやブラックボッ

クス化されているため、万が一エラーが起こった場

合にその車両がどんな挙動をし、どの程度の事故被

害が生じるのかを正確に予想することは比較的困難

だろう。しかし、従来の法規制や条例等は、人が運

転する自動車を前提としており、誰によって、どの

ような状況で、最悪の場合にどの程度の被害が発生

するか、といった「リスクの予見」がある程度可能

なことを前提とした内容となっている。自動運転に
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限らず、これからますます人の手が介在しないサー

ビスが運用されていく世界で、あらかじめリスクを

十分に予見してルール形成を行うというプロセス自

体の見直しが必要となる日も近いのではないか。

4 行政におけるルール・メーキング・

 イノベーションへの期待

　以上のように、企業におけるイノベーションは、

規制等のルールに対して少なからぬ影響を及ぼし、

ルール形成のプロセスやルールの形に変化を求める

圧力を与えている。昨今、特区制度やサンドボック

ス制度※ 2、あるいはグレーゾーン解消制度※ 3 や新

事業特例制度※ 4 のように、企業がチャレンジング

な実証をしやすいルール環境を提供する制度を政府

が導入してきていることも、そのような流れへの対

応の一環といえる。しかし、これらの制度において

も、政府内の調整コスト高や対応リソースの不足、

あるいは結局は規制緩和までに長期の時間がかかる

などの欠点があるため、企業のイノベーション事業

を促進する効果には限界があるといわざるを得な

い。

　このような状況において行政に求められるのは、

企業における斬新な事業アイデアをスピーディーに

次々とトライアルすることを許容する、これまでに

ないルール環境を整備することである。これは、も

はや従来の法規制や条例等の思想とは根本的に異な

ることから、「ルール・メーキング・イノベーション」

とも呼べる活動である。

　では、ルール・メーキング・イノベーションとは、

具体的に何をすればいいのだろうか。筆者は、昨年

度に経済産業省の施策支援を通じ、行政学や法哲学

等を専門とする学識経験者、また非市場戦略や戦略

法務、スタートアップ支援等の第一線で活躍する弁

護士等の 20 人近い有識者から、法規制の本来的な

特性やこれからの規制のあり方、イノベーションと

規制の関わり等についてさまざまな観点から意見を

伺う機会を得ることができた。以下では、そのイン

プットをベースに、当該施策の政府担当者との議論

も踏まえ、筆者なりに整理したルール・メーキング・

イノベーションの形について説明を試みたいと思

う。

　ルール・メーキング・イノベーションにおける焦

点は、ルールづくりのプロセスと、それを担う組織

の変革であると考える。まず、プロセスについて説

明する。

1）ルール形成のプロセス

　ルール形成のプロセスを、ここでは大きく三つの

ステップで考える。すなわち、①スキャニング、②

ディベロップメント、③レビューである（図表 2）。

①スキャニング：Scanning

　ルール形成プロセスにおけるスキャニングとは、

ルール環境を変えるニーズやアイデアを察知するス

テップである。ここで目指すべき姿は、規制官庁、

※ 2　期間や参加者を限定すること等に
より、既存の規制の適用を受けることな
く、新しい技術等の実証を行うことがで
きる環境を整えることで、迅速な実証を
可能とする制度。
※ 3　事業者が、現行の規制の適用範囲
が不明確な分野においても、安心して新
事業活動を行い得るよう、具体的な事業
計画に即して、あらかじめ、規制の適用
の有無を確認できる制度。
※ 4　新事業活動を行おうとする事業者
が、その支障となる規制の特例措置を提
案し、安全性等の確保を条件として、「企
業単位」で、具体的な事業計画に即して、
規制の特例措置の適用を認める制度。
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地方自治体、企業・スタートアップといった各ス

テークホルダーから能動的にニーズやアイデアが発

信される状態である。企業サイドから見ると、ルー

ルは所与ではなく自ら変える働きかけができるとい

う前提で事業戦略策定やビジネスモデル開発をする

といった考え方（これを企業の“非市場戦略”と呼

ぶ）が定着する必要がある。他方で、行政サイドか

ら見ると、いかに頻度高く企業との情報交換ができ

ているかが勝負となるため、「企業とのコンタクト

ポイントの数」が重要な評価尺度となる。加えて、「何

か問題があったら相談に来て」という待ちのスタン

スではなく、行政サイドが自らコミュニケーション

を仕掛け、あるいはルール変更のアイデアを提案し

ていく姿勢も必要である。

　金融分野のイノベーションで世界をリードしてい

ると自負するシンガポールの金融当局（Monetary 

Authority of Singapore：MAS）は、このスキャニ

ングを徹底的に実施している政府機関である。筆者

は 2019 年 2 月に MAS を訪問して担当者の意見を

伺ったが、業界団体やスタートアップのイベントへ

足しげく参加して登壇することはもちろん、個々の

企業とのディスカッションの場も頻繁に設け、業界

あるいは企業が何を考え、そのイノベーション活動

を促進するためにどのようにルールを変革していく

べきかを検討するスタンスが徹底されていた。MAS

は、世界に先駆けてサンドボックス制度を設置した

機関の一つでもあるが、この制度自体も「企業の発

想を知り、課題を相談するきっかけを生むための装

置」と位置づけている点でも、スキャニングの重要

性への強い意識が見て取れた。

②ディベロップメント：Rule Development

　ディベロップメントとは、上記のスキャニングを

受けてルールを形成・修正するステップである。こ

こでまず重要なのは、「ルールのトライアル」とい

う発想だ。企業のイノベーション活動が試行錯誤を

繰り返すことが前提である以上、それを許容し促進

するためのルール環境も試行錯誤ができる状態を担

保すべきである。例えば、サンドボックスのような

制度を政府側の「規制緩和のトライアル」の場とし

て活用するという発想もあり得る。個別案件のリス

クとイノベーションの価値を事前評価することを前

図表 2　ルール・メーキング・イノベーションにおけるルール形成プロセス

出所） NRI作成
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提に、提案企業にのみ差別的でチャレンジングな緩

和措置を講じることも許容していいのではないか。

　次に、官による法規制や条例“以外”のルールの

選択肢を積極的に活用することを提案したい。これ

から多様な形で起こってくるイノベーティブなビジ

ネスに対して全て法律に基づく規制や条例で対応し

ていくこと自体、もはや無理があるのではないかと

感じる。新たなルールの形の一例として、“共同規制”

や“アーキテクチャー”が挙げられる。共同規制とは、

特定のルール環境を実現するために産業界（例：単

独あるいは複数の業界団体）がある程度の自主ルー

ルを設けることを前提として行政が緩和的な規制・

条例等を設置するというルール形式である。この共

同規制には、完全なる法規制によるルール環境より

も市場や社会環境の変化に応じて柔軟に修正しやす

いメリットがあるため、大きな変化が頻発すること

を前提とする社会においてはなじみやすい。モビリ

ティーやフィンテックのようなイノベーション競争

が起こる分野を中心に、既存の法規制を共同規制（さ

らには民間の自主規制）に置き換えていく※ 5 ことは、

官主導でイノベーションを起こしやすい環境を整備

する取り組みとして推奨されるべきである。

　アーキテクチャーは近年特に注目されている手法

であるが、「非意識的な秩序形成」手法とも呼ばれ、

人が意識しないで特定のルールを守っている状態を

実現するものである。具体的には、物理的なデザイ

ン（例：手すりに座れないように上面に鳥の置き物

を付ける）や技術的なプログラム（例：ドローンが

特定の機能を発揮できないようにあらかじめプログラ

ムしておく）といった手法が挙げられる。RegTech ※ 6

や SupTech ※ 7 といった規制・監督のデジタル化も

現実的な手法として採用されることを想定しておく

べきである。

　最後に補足したいのは、ルール形成段階において

「規制の費用対効果」への意識を浸透させる必要が

あるという点だ。例えば、あらゆるルール変更（規

制緩和等）に対して「何かあったらどうするんだ」

とリスクをゼロにしようとする姿勢は、社会的な規

制のコストを無駄に増大させる可能性が高いと考え

るべきである。英国における規制の総量（総コスト）

を制限しようとする政策である「One-in-Two-out」

（新しい規制を一つつくるなら、既存の規制を二つ

撤廃する）のような考え方は、発想として参考とす

べきだろう。

③レビュー：Review

　ルールは、形成された時点の社会を前提に形成さ

れるものである。逆にいえば、社会の変化や技術発

展の状況等に応じたルールの見直し（レビュー）を

前提とすべきものでもある。

※ 5　英国政府が 2019 年 6 月に発表した
白書“Regulation for the Fourth Industrial 
Revolutionー White Paper”では、新
たな組織として Regulatory Horizons 
Councilを設置した上で、この組織がイノ
ベーションを促進するための規制改革を
政府に対して要請する方針が示された。
ここで想定される変革として、「既存の法
規制を自主規制のような民間ルールに置
き換えること」が例示されている。
※ 6　RegTechとは、Regulat ionと
Technologyを組み合わせた造語で、技
術を駆使して規制を管理する側、あるい
は順守する側のコストを低減する取り組
み。例えば、製造工程のデータを常時監
視・分析することで品質検査の改ざん等の
コンプライアンス違反の予防を行うなど。
※ 7　SupTechとは、Supervisoryと
Technologyを組み合わせた造語で、金
融当局等が銀行監督において技術を駆使
して監督コストを低減する取り組み。例
えば、ビッグデータと AIを活用したマネー
ロンダリングの監督など。
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　見直すべき項目として、ルールの“目的”（本来

の目的が時代遅れで形骸化していないか）、“対象”

（規制すべき対象にズレが生じていないか）、“手段”

（同じ目的を達成するためにより効率的な手段がな

いか）、“水準”（技術発展等を無視した厳しすぎる

規制になっていないか）、といった項目が想定され

る。

　ルールのレビューが有効に機能するためには、前

述のスキャニングのプロセスが機能することに加

え、既にある規制等の不利益が顕在化する前に、積

極的にルールの費用対効果を見直すことが不可欠で

ある。ただし、現状では法規制を所管する省庁が自

らそのルールの費用対効果を見直すインセンティブ

が存在しないため、実現には大きな仕組みの変革が

必要である。英国では、政府から独立した外部組織

として、規制の費用対効果を定量的に分析して所管

省庁に対してリポーティングする専門組織※ 8 が存

在するが、このようにレビューの役割の一部を政府

外に組織化することも一案であろう。

2）政府の組織変革

　以上のような三つのプロセスを実現するために

は、政府自身の組織変革も求められるであろう。既

存の規制等のルールを積極的に見直してより時代に

即したルールへと変革していくことをミッション

として掲げ、それを実現することで評価されるよ

うな明確なインセンティブをもった組織が必要で

ある。良い参考として、英国の Better Regulation 

Executive（BRE）は、まさに規制改革を推進する

ことを目的にビジネス・エネルギー・産業戦略省

（Department for Business, Energy and Industrial 

Strategy）の傘下に設置された組織である。BRE が

政府の規制改革を先導する役割を担いつつ、各省庁

の中に Better Regulation Unit という下部組織も

設置されており、この下部組織が積極的に各省庁か

らの規制改革アイデアを BRE とコミュニケーショ

ンする体制が実現されている点は、わが国でも大い

に取り入れる余地があるのではないか。

5 イノベーションエコシステムの実現に向けて

　最後に、わが国の産業の活性化にはもはやイノ

ベーションが欠かせない状況において、いかに社会

あるいはエコシステム全体として新しい価値創造が

活発に行われやすい状態を創り上げていくか、とい

う点について触れたい。

　まず、企業においては、新しい価値創造活動を行

う上では、本稿の冒頭で触れたイノベーション経営

の実践に加えて、「非市場戦略」※ 9 の発想、すなわち、

今ある規制や基準は絶対的なものではなく、技術進

歩や社会の変化に応じて自ら政府や自治体に刷新を

求めるべきものとして扱い、戦略的にルール形成に

関与するという考え方が不可欠である。とはいえ、

企業内の既存の法務部門や品質管理部門にこのよう

な発想をせよといっても、直ちに順応することは難

しいだろう。なぜなら、ルール・基準を順守するこ

とによって評価される組織であるため、そのような

発想をすること自体が自らのインセンティブと真っ

向から対立してしまう。一案として、企業において

新しい価値創造を専門に担当する組織（いわゆる出

島※ 10）に、そのような発想をできる人材を登用する、

あるいは外部人材と協業することが挙げられる。

　他方、行政においては、政府・自治体が率先して

イノベーションを礼賛する文化を醸成することが必

要である。まずは職員がルールの原則や限界、新し

いルール形式、イノベーション経営等について広く

学ぶ機会を設け、前提となる予備知識をそろえて議

論ができる状態を確保すべきである。また誤解を恐
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れずいえば、政府がルールのイノベーションを積極

的に“おもしろがる”姿勢を内外に示すことも重要

であろう。例えば英国では、前述の BRE が“Pioneer 

Fund”という企画を予算約 13 億円で立ち上げ、各

省庁に対してイノベーティブな規制改善のアイデア

コンペを実施し、優秀アイデアには予算を配賦する

取り組みを実施している。筆者は 2019 年 3 月に

BRE の担当者と話をする機会を得たが、本企画には

各省庁から積極的に応募があるそうで、省庁横断的

にルールのイノベーションに積極的に取り組み、ま

た良いアイデアを出したチームが政府で評価され賛

辞が贈られる雰囲気が醸成されているとのことで

あった。わが国でも、少しずつ政府や自治体で率先

してイノベーションを受け入れる雰囲気を醸成しよ

うとする試みは始まっている。例えば、広島県で実

施されている「ひろしまサンドボックス」のような

取り組みは、自治体がイノベーション創出に積極的

に取り組んでいることを周知する仕掛けとしても大

変有効であろう。

　官民による価値創造のためのイノベーション活動

は、わが国の活力を維持するために不可欠であり、

これを一時的なムーブメントで終わらせてはならな

い。活動を継続する仕組み（組織や制度等）を構築

することで、徐々に社会的な文化が醸成され、わが

国のイノベーションエコシステムが形づくられてい

くことになる。筆者もその実現のため、官民双方へ

の支援を続けていきたい。
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